
様式第２号（第５条関係）

　本業務は市内において捕獲されたアライグマ等の死骸を焼却施設へ運
搬する業務である。
　当初、指名業者５者による指名競争入札を実施したが、落札者がなかっ
た。改めて競争入札に付す時間的余裕がなかったことから、随意契約によ
ることとし、入札参加者の中から随意契約を希望する者を募ったところ、当
該業者が応じたため随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号

契 約 金 額
１,１１１,０００円

西部環境センター、クリーンセンター西堀、桜環境センター履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 16 日

株式会社オリエントプランニング契 約 の 相 手 方 名

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容

環境局環境共生部環境対策課
(新)環境局環境共生部環境総務課

業 務 主 管 課 所 名

さいたま市アライグマ等死骸運搬業務件 名



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、本市のごみ拾い活動見える化SNSサービスを円滑に運用す
るための運用業務委託である。 
　既設の当該SNSサービスと密接不可分な業務であり、システム構築を
行った業者以外の事業者に履行させた場合、既設のシステムの運用や
ネットワークセキュリティの保護に著しい支障が生じるため、その性質又は
目的が競争入札に適しないものに該当することから、随意契約により契約
を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 20 日

株式会社ピリカ契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１,１６６,０００円

環境局資源循環推進部資源循環政策課業 務 主 管 課 所 名

市民清掃活動普及啓発業務に係るさいたま市版ごみ拾い活動見える化
サービス運用・保守業務

件 名

さいたま市浦和区常盤６－４－４外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　当業務は、市内事業者等から排出される紙ごみのリサイクルについて、
受入施設の設置・運営、紙ごみの回収、製紙会社を通じた再資源化、成
果物の作製、リサイクル推進の啓発等を一括して行うものである。 
　選定に当たり、古紙市場の情勢に左右されずに安定して紙ごみを回収
することができ、業務のすべてを担える者であること及び確実な業務遂行
が見込まれる者としたが、当該事業者以外に該当がなかった。当該相手
方は名簿上の受注希望業務で、イベント／企画・運営、廃棄物再生処理、
ごみ処理施設運転管理、製作等、文書管理の全てに登録があり、当該業
務の開始時に当市の指導の下に作られた団体のためこれまで同業務を
完遂してきた実績もある。以上のことから当該相手方を選定し、随意契約
を締結した。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２９,８８８,１００円

廃棄物対策課及び仕様書によりさいたま市内に設置させる専用受け入れ
施設、他

履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人エコシステムさいたま契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市事業系紙ごみリサイクル業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。　 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮清掃事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１７８,２００,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（可燃物）収集運搬業務（西・北・大宮・見沼区）件 名

さいたま市西区、北区大宮区及び見沼区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
７１,７３３,２００円

さいたま市中央区新都心外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

株式会社埼京プロテック契 約 の 相 手 方 名

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（可燃物）収集運搬業務（中央区新都心外）件 名



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　上記業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

有限会社太盛契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
４４,９９０,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（可燃物）収集運搬業務（中央区本町東外）件 名

さいたま市中央区本町東外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
５９,４００,０００円

さいたま市中央区上峰外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

協和商事株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（可燃物）収集運搬業務（中央区上峰外）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

彩都クリーンサービス協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
４２,２４０,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（可燃物）収集運搬業務（中央区円阿弥外）件 名

さいたま市中央区円阿弥外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　上記業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１１０,０００,０００円

さいたま市岩槻区南及び西地域内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

岩槻清掃協同組合契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（可燃物）収集運搬業務（岩槻区南・西地域）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮清掃事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２７７,２００,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（不燃物等）収集運搬業務（見沼・西・北・大宮区）件 名

さいたま市見沼区、西区、北区及び大宮区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
６７,１００,０００円

さいたま市中央区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

有限会社太盛契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（不燃物等）収集運搬業務（中央区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　上記業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

岩槻清掃協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
５３,１３０,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（不燃物等）収集運搬業務（岩槻区西地域）件 名

さいたま市岩槻区西地域内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２０,８９１,４２０円

さいたま市中央区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

株式会社埼京プロテック契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（粗大ごみ等）戸別収集運搬業務（中央区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

彩都クリーンサービス協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
６０,１７０,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（粗大ごみ等）戸別収集運搬業務（浦和・南・桜・緑
区）

件 名

さいたま市浦和区、南区、桜区及び緑区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２０,５０４,０００円

さいたま市緑区、浦和区及び南区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

協和商事株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（粗大ごみ等）戸別収集運搬業務（緑・浦和・南区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

彩都クリーンサービス協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２５１,７９０,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（ＰＥＴ・プラ）収集運搬業務（桜・浦和・南・緑・大宮
区）

件 名

さいたま市桜区、浦和区、南区、緑区及び大宮区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１４６,７８４,０００円

さいたま市西区、北区、大宮区及び見沼区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮清掃事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（かん）収集運搬業務（西・北・大宮・見沼区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する
特別措置法」の趣旨に則り、下水道の整備等により、し尿汲み取り世帯が
減少することに伴い、影響を受ける業者に代替業務を提供するものであ
る。 
　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　上記業者は当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、委
託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作業
効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

岩槻清掃協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１１５,５００,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（びん・かん・ＰＥＴ・プラ）収集運搬業務（岩槻区西
地域）

件 名

さいたま市岩槻区西地域内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
３５,６４０,０００円

さいたま市浦和区及び緑区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

株式会社エコ計画契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（可燃物）収集運搬業務（浦和・緑区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮清掃事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
７３,３９２,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（可燃物）収集運搬業務（見沼・北・大宮区）件 名

さいたま市見沼区、北区及び大宮区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
７２,７３２,０００円

さいたま市西区、北区及び大宮区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮リサイクル事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（可燃物）収集運搬業務（西・北・大宮区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮清掃事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
６１,８２８,８００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（可燃物）収集運搬業務（見沼・大宮区外）件 名

さいたま市見沼区、大宮区及び北区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
４８,４００,０００円

さいたま市大宮区及び北区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮リサイクル事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（可燃物）収集運搬業務（大宮・北区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該委託業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、業務に精通し
ているため、作業効率が良く、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　また、本市から最も近隣にあり、かつ礼拝施設を所有し、さらに年間で発
生する全頭数を焼却処分できる能力を有する専用焼却炉を所有している
ため、当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大成起業株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

２３,１００,０００円 運搬・火葬3,000円/頭

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市死犬・猫等運搬・火葬業務件 名

さいたま市クリーンセンター大崎及び西部環境センター履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
１４１,４２３,７００円

さいたま市桜区、浦和区、南区、緑区及び大宮区履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

株式会社リサイクルアシスト契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（びん）収集運搬業務（桜・浦和・南・緑・大宮区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

株式会社リサイクルアシスト契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１５８,５７６,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（かん）収集運搬業務（桜・浦和・南・緑・大宮区）件 名

さいたま市桜区、浦和区、南区、緑区及び大宮区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
２０２,４００,０００円

さいたま市桜区、浦和区、南区、緑区及び大宮区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

浦和リサイクル事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（古紙類）収集運搬業務（桜・浦和・南・緑・大宮区）件 名



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮清掃事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１２２,０７３,６００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（びん）収集運搬業務（西・北・大宮・見沼区）件 名

さいたま市西区、北区、大宮区及び見沼区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
１２０,１２０,０００円

さいたま市見沼区、大宮区及び北区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮清掃事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（ＰＥＴ・プラ）収集運搬業務（見沼・大宮・北区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮リサイクル事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１２０,０７６,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（ＰＥＴ・プラ）収集運搬業務（西・北・大宮区）件 名

さいたま市西区、北区及び大宮区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
２００,３１０,０００円

さいたま市西区、北区、大宮区及び見沼区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮リサイクル事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（古紙類）収集運搬業務（西・北・大宮・見沼区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

有限会社太盛契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１０３,６２０,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（びん・かん・ＰＥＴ・プラ）収集運搬業務（中央区）件 名

さいたま市中央区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
５９,７３０,０００円

さいたま市中央区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

与野リサイクル事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（古紙類）収集運搬業務（中央区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
８６,０９１,５００円

さいたま市岩槻区東地域内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

安住環境整美株式会社契 約 の 相 手 方 名

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（びん・かん・ＰＥＴ・プラ）収集運搬業務（岩槻区東
地域）

件 名



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
４９,１４８,０００円

さいたま市岩槻区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

岩槻リサイクル事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（古紙類）収集運搬業務（岩槻区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　一般廃棄物処分業務の委託基準については、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、「受託
者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、か
つ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること」
と規定されている。 
　上記業者は、市内事業者であり、当該業務に必要な人材、機材、財政
的基礎を有している。また、委託実績があり、びん・かん類の選別処理業
務に精通し、容器包装リサイクル法による分別した資源物の引き取り品質
基準を充分に満たす分別実績がある。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

有限会社太盛契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

４３,４２８,０００円 処理単価42円/kg

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（びん・かん）選別処分業務件 名

さいたま市浦和区大原５丁目１２番１号履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　一般廃棄物処分業務の委託基準については、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、「受託
者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、か
つ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること」
と規定されている。 
　上記業者は、市内事業者であり、当該業務に必要な人材、機材、財政
的基礎を有している。 
　委託実績があり、また、プラスチックの特性を熟知し、高度な選別作業が
可能であることから、ペットボトルと食品包装プラスチックを混合状態で受
け入れることができ、混合収集による運搬経費の削減に寄与できる。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

３１９,９３５,０００円 処理単価50円/kg

さいたま市浦和区大原５丁目１２番１号履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

有限会社太盛契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（ＰＥＴ・プラ）中間処理業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　一般廃棄物処分業務の委託基準については、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、「受託
者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、か
つ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること」
と規定されている。 
　上記業者は、市内事業者であり、当該業務に必要な人材、機材、財政
的基礎を有している。 
　また、委託実績があり、本業務の条件であるスプレー缶内のガス等を適
正に処理できる処理機械を有するのは、市内では上記業者のみであるこ
とから、当該相手方と随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

２６,７９６,０００円 スプレー缶80.2円/kg

外1種類

処理困難スプレー（熊・痴漢撃退等の催涙スプレー缶）2,000円/本

さいたま市岩槻区浮谷１０２０番１号履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

岡安商事株式会社契 約 の 相 手 方 名

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市スプレー缶適正処理業務件 名



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　一般廃棄物処分業務の委託基準については、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、「受託
者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、か
つ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること」
と規定されている。 
　上記業者は、一般廃棄物（びん残渣）を収集から再資源化まで適正に履
行することを目的に立ち上げられ、当該業務に必要な人材、機材、財政的
基礎を有し、国の指定法人である公益財団法人日本容器包装リサイクル
協会に登録された再生処理事業者である。 
　上記業者は、廃ガラスびんを原料としてリサイクルガラス造粒砂（サンド
ウェーブＧ）を製造する特許を取得しており、再資源化を委託することで最
終処分場の延命化に寄与することができる。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

３４,７０４,２５２円 太盛リサイクルセンター搬出分21,000円/ｔ

東部環境センター搬出分18,000円/ｔ

さいたま市見沼区大字膝子６２６番地１　さいたま市東部リサイクルセン
ター外

履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

株式会社ガラスリソーシング株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市びん残渣再資源化業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　上記業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

彩都クリーンサービス協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
７１,６１０,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（し尿）収集運搬業務(中央・桜・浦和・南・緑・大宮
区)

件 名

さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区及び大宮区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　上記業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
１６,５８８,０００円

さいたま市浦和区及び緑区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

協和商事株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（し尿）収集運搬業務（浦和・緑区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　上記業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮清掃事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
９５,９６４,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（し尿）収集運搬業務（西・北・大宮・見沼・中央区）件 名

さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区及び中央区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　上記業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
４８,０９２,０００円

さいたま市岩槻区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

岩槻清掃協同組合契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（し尿）収集運搬業務（岩槻区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　上記業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮清掃事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

１０,８６３,６９１円 基本額840円/1件

従量制371円/36 

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（し尿）臨時収集運搬業務（西・北・大宮・見沼・中
央区）

件 名

さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区及び中央区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　上記業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

６,９３６,７４５円 基本額840円/1件

従量制371円/36 

さいたま市岩槻区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

岩槻清掃協同組合契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（し尿）臨時収集運搬業務（岩槻区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　上記業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

彩都クリーンサービス協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
３７,９５０,０００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（家庭吸込下水）収集運搬業務（緑区）件 名

さいたま市緑区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　上記業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
１０,５０５,０００円

さいたま市南区及び緑区内履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

協和商事株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（家庭吸込下水）収集運搬業務（南・緑区）件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　上記業者は、当該業務に必要な人材、機材、財政的基礎を有し、また、
委託実績があり、収集地区を熟知するなど、当該業務に精通しており、作
業効率がよく、業務の安全面に十分な信頼がおける。 
　以上のことから当該相手方を選定し、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮清掃事業協同組合契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
３１,６００,８００円

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市一般廃棄物（家庭吸込下水）収集運搬業務（西・北・大宮・見沼
区）

件 名

さいたま市西区、北区、大宮区及び見沼区内履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、未知の障害に対する復旧対応、システム固有の質問回答、
OSパッチやウィルス定義ファイルの適用検証、運用改善のための監視項
目等見直し適用作業、各種作業を行った場合の運用手順書の修正また
は新たな手順書作成などである。 
　これらの作業は、システムの仕様、業務ソフトウェアに関する詳細な情報
及び対応するための知識を有している必要があり、システムの改修を伴う
場合もある。 
　このためシステムの詳細な情報、ソフトウェアの著作権を有しているシス
テム構築業者でしか作業が出来ないものであるため、当該相手方と随意
契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１１,７７８,８００円

さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

富士通Ｊａｐａｎ株式会社
埼玉支社

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市し尿処理システム運用技術支援業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　一般廃棄物収集運搬業務の委託基準については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第６条の２第２項及び施行令第４条第１項において、
「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有
し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であ
ること」と規定されている。 
　当該業者は本市で収集した食品包装プラスチックを受け入れし、中間処
理を行っている。さらに、資源化するにあたり適切な状態で運搬を行え、再
資源化及び最終処分までの一連の処理ルートが構築されており、効率的
に再資源化が行えるため、当該相手方と随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 10 日

有限会社太盛契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

２,５０８,０００円 積込・運搬費用12,000円/ｔ

処分費用48,000円/ｔ

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市食品包装プラスチック再資源化業務件 名

埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山３１３番地　彩の国資源循環工場サーマ
ルリサイクル施設外

履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　本業務は、家庭ごみの分別について啓発を図る目的で作成した「家庭ご
みの出し方マニュアル」をしない全戸に配布するものである。 
　市内全戸に効率的に配布するため、「市報さいたま」とともに配布するこ
とから、市報運搬契約業者である当該事業者と、地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第６号の規定による随意契約とした。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

４,８３９,２８５円 配送費用6.95円/部

さいたま市全域履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 1 日

株式会社リビングプロシード契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局資源循環推進部廃棄物対策課業 務 主 管 課 所 名

家庭ごみの出し方マニュアル配送業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、産業廃棄物等情報管理システムの運用に伴う技術的な管理
運用支援、障害等への対応等を行うものであり、当該システムの特許権、
著作権等を有したシステム開発者しかできない業務である。 
　そのため、受託業者を選定するにあたっては、その性質又は目的が競
争入札に適しないものに該当することから、随意契約の方法によることとし
た。 
　契約の相手方は、業務の性質上、他の業者依頼した場合、業務に著し
い支障が生じる恐れがあることから、当該システムの開発業者と随意契約
により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 23 日

株式会社プラムシックス契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２,０６９,３６４円

環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市産業廃棄物等情報管理システム保守・更新管理業務件 名

さいたま市浦和ｊ区常盤６丁目４番４号産業廃棄物指導課履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　本業務は、桜環境センターから発生した飛灰固化物を運搬処分する業
務である。 
　選定業者であるウィズウェイストジャパンは、業務履行に必要な飛散防
止、流出防止用天蓋付大型専用車両を有しており、搬入予定である小野
町ウェイストパークは、最新鋭の技術を生かした構造・システムを採用した
管理型最終処分場であり、法規制について適正に対応でき、安全確実に
業務遂行できる業者である。 
　また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）
の規定により、一般廃棄物を市外で処分する際は、処分先が所在する自
治体との協議が必要となり、福島県小野町の合意が株式会社ウィズウェイ
ストジャパンであれば確実に得られる状況であるため随意契約により契約
を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

１４５,２００,０００円 固化灰運搬処分33,000円/ｔ

さいたま市桜区新開４丁目２番１号履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 7 日

株式会社ウィズウェイストジャパン契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部環境施設管理課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市桜環境センター固化灰運搬処分（小野町）業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

外1種類

　　本業務は、桜環境センターでの処理が困難なベットマット等を運搬処
理する業務である。 
　契約の相手方は、本市から一般廃棄物収集運搬業及び処分業の許可
を受け、市内で唯一スプリング入りベッドマット等を処理できる破砕処理施
設を本市内に所有している。また、市の所有する廃棄物処理施設におけ
る破砕処理不可能なスプリング入りベッドマット等の処理について安全か
つ確実に業務を遂行した実績があるため、随意契約により契約を締結し
た。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 16 日

有限会社太盛契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

１３,３５４,５５０円 スプリング入りベット3,100円/枚

スプリング入り１人用ソファー2,350円/個

環境局施設部環境施設管理課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市桜環境センタースプリング入りベッドマット等運搬処分業務件 名

さいたま市桜区新開４丁目２番１号履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、ＤＢＯ方式により桜環境センターの維持管理を行っている民
間事業者の財務関係、維持管理及び運営業務の遂行に関するモニタリン
グを行うもので、当該事業の要求水準書や入札説明書、事業者提案等契
約内容を熟知していること、かつ施設の内容についても詳細まで把握して
いる必要がある。 
　契約の相手方は、本事業の要求水準書や入札説明書を作成し、かつ、
桜環境センターの設計・施工・運営準備等のモニタリング業務を実施した
ことで本事業に精通している点、同様な業務を履行する知識、実績等を有
しているため、随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
４,８１８,０００円

さいたま市桜区新開４丁目２番１号履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 8 日

パシフィックコンサルタンツ株式会社
埼玉事務所

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部環境施設管理課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市桜環境センター維持管理モニタリング業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　うらわフェニックスは、建設時に地元２自治会から地域住民を優先させた
就労の場を設ける旨の要望があり、市は地元を優先的に配慮するとの回
答を提示した経緯がある。本契約の目的を達成するには、埋立て業務に
必要な知見、経験及び技術を有すること、必要な機材が準備できること、
同様な業務の実績を有すること、特に地元との良好な関係を築けることは
重要な条件であり、これら複数条件を満たすことが必要である。また、施設
の運営管理を円滑に行うには、周辺住民との良好な関係を維持する必要
がある。 
　浦和クリーンサービス株式会社は地元住民の就労の場として設立したも
ので、昭和63年度うらわフェニックス供用開始以来、業務を継続して実施
し、本業務に必要な能力を有している。また、重機類・車両を有し、取り扱
いについて精通している。 
　なお、本業務については供用開始以来問題なく確実に業務を遂行して
きた実績もあり、信頼できる業者である。 
　このように、浦和クリーンサービス株式会社は契約を達成するための複
数の能力を満たす一者であることから、随意契約により契約を締結した。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 17 日

浦和クリーンサービス株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２８,１１６,０００円

環境局施設部環境施設管理課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市うらわフェニックス　最終処分業務件 名

さいたま市緑区大字間宮７４１番地１履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　うらわフェニックスは、建設時に地元２自治会から地域住民を優先させた
就労の場を設ける旨の要望があり、市は地元を優先的に配慮するとの回
答を提示した経緯がある。本業務は、主にうらわフェニックスの施設維持管
理を行うもので、最終処分場としての機能を確実に確保するための点検維
持管理を実施するものである。業務実施場所のうらわフェニックスは昭和６
３年度供用開始以来、浦和クリーンサービス株式会社にて埋立て業務を
行っており、それ以降問題なく確実に業務を遂行している。本業務は当該
埋立処分場に密接に関係する業務であることから、随意契約により契約を
締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
９,００９,０００円

さいたま市緑区大字間宮７４１番地１履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 17 日

浦和クリーンサービス株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部環境施設管理課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市うらわフェニックス　施設維持管理業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は大気水質測定器を保守点検する業務である。 
　当初、指名業者5者による指名競争入札を実施したが、落札者がなかっ
た。改めて競争入札に付す時間的余裕がなかったことから、随意契約によ
ることとし、入札参加者の中から随意契約を希望する者を募ったところ、当
該業者が応じたため随意契約により契約した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 22 日

計測サービス株式会社
さいたま事業所

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
４,６２０,０００円

環境局施設部西部環境センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市西部環境センター大気水質測定器保守点検業務件 名

さいたま市西区大字宝来52番地１履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、西部環境センターに搬入・搬出される廃棄物等の重量を管
理する計量データ処理システムの性能を維持し、常に良好な状態を確保
するために保守及び定期点検等を行う業務である。 
　計量データ処理システムのソフトウェアは、株式会社アセックにより開発
されたものであり、このソフトウェアによってデータの集計及び記録を一元
管理することができるシステムである。そのため、システムの保守及び定期
点検等については、ソフトウェアを開発した株式会社アセック以外の業者
では行うことができない。 
　以上のことから当該業者と随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
４,６２８,８００円

さいたま市西区大字宝来52番地１履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 28 日

株式会社アセック契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部西部環境センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市西部環境センター計量データ処理システム保守点検業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　本業務は、当施設から搬出される焼却灰をセメントとして再資源化し、資
源循環型社会の構築、最終処分場の延命化及び環境への負荷低減を目
的とした業務である。 
　一方で、搬出される焼却灰は、有害物質を含む一般廃棄物であるため、
その取り扱いには、高い技術、信用、豊富な経験等が不可欠となる。 
　セメント資源化は、埼玉県廃棄物広域処分対策協議会と太平洋セメント
株式会社との間で、広域委託処理に係る基本的事項の協定が締結されて
おり、安定した受入処分が確保されていることから、当該業者と随意契約
により契約を締結した。　 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 15 日

太平洋セメント株式会社
環境事業部

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

１０７,２５０,０００円 処分業務25,000円/ｔ

環境局施設部西部環境センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市西部環境焼却灰処分（セメント資源化）業務件 名

埼玉県熊谷市三ヶ尻5310番地履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　本業務は、ごみ処理過程において排出される焼却灰の資源化を図り、
最終処分場の延命化及び環境への負荷低減を目的とし業務である。資源
化に際しては、処分先を複数確保することにより、リスク分散を図り、当市
の廃棄物処理を円滑に進めることが必要である。
　ツネイシカムテックス株式会社は、公共関与による全国初めての総合的
「資源循環型モデル施設」である、埼玉県の彩の国資源循環工場の敷地
内に工場を有し、灰を人工砂に資源化する事業を行っている会社である。
　また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）
の規定により、一般廃棄物を市外で処分する際は、処分先が所在する自
治体との協議が必要があり、さいたま市は、同社への同様の業務委託を
行った実績があるため、自治体との協議を円滑に進めることが可能であ
る。
　以上の理由から、当該業者と随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

９３,５００,０００円 処分業務25,000円/ｔ

埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山250番地1履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 15 日

ツネイシカムテックス株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部西部環境センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市西部環境センター焼却灰処分（人工砂資源化）業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　株式会社ウィズウエストジャパンは、これまで長年にわたってさいたま市
の環境センターから排出される固化灰の処分業務を安全確実に遂行した
実績がある。 
　そして、業務の履行に必要な飛散防止、流出防止用天蓋付の大型専用
車両を有しており、また今回搬入予定している三戸ウェストパークは、最新
鋭の技術を生かした構造・システムを採用した管理型最終処分場であり、
法規制について適正に対応でき、安全確実に業務を遂行できる業者であ
る。 
　また、年度当初から業務開始に必要な事前協議についても福島県小野
町の合意が株式会社ウィズウエストジャパンであれば確実に得られる状況
ある。 
　以上のことから「株式会社ウィズウェイストジャパン」と随意契約により契約
を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 15 日

株式会社ウィズウェイストジャパン契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

１６３,３５０,０００円 運搬処分業務33,000円/ｔ

環境局施設部西部環境センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市西部環境センター固化灰運搬・処分（小野町）業務件 名

さいたま市西区大字宝来52番地１履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　本業務は、西部環境センターの破砕処理施設から搬出される破砕後の
磁性物（鉄）を資源化する業務である。 
 当センターから排出される破砕後の磁性物（鉄）には、残渣物が多く含ま
れており、そのままではリサイクルが困難な状況といる。そのため、能力の
あるシュレッダー（破砕機）に再度投入し、破砕後の磁性物（鉄）に含まれ
ている残渣物を除去し、資源化する必要があることから本業務を実施する
ものである。 
 資源化業務を行うにあたり、以下の３つの条件が必要である。 
　１．シュレッダー設備を自社で保有しており、処理するのに十分な能力が
備わっていること。 
　２．本市の清掃センターにおいて、破砕後の磁性物（鉄）を資源化した実
績があること。 
　３．鉄類等の運搬能力があること。 
　以上の条件を満たしている者は、当該業者以外にないことから、随意契
約により契約を締結した。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額

（内訳）

４,９３０,２００円 資源化処理業務4,150円/ｔ

さいたま市西区大字宝来52番地１履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 14 日

岡安商事株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部西部環境センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市西部環境センター破砕処理磁性物（鉄）資源化処理業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

外1種類

　有限会社太盛は、さいたま市において一般廃棄物処理業及び処分業の
許可を受け、市内で唯一スプリング入りベットマット等を処理できる破砕処
理施設をさいたま市内に所有している。また、市の有する廃棄物処理施設
における破砕処理不可能なスプリング入りベットマット等の処理について
安全確実に業務を遂行した実績がある業者である。 
　以上のことから、西部環境センターに排出されるスプリング入りベットマッ
ト等の安全な運搬・適正な処理を行うことが出来るため、当該業者と随意
契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 15 日

有限会社太盛契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

１１,７２０,５００円 スプリング入りベットマット3,100円/個

スプリング入りソファー1人掛け2,350円/個

環境局施設部西部環境センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市西部環境センターｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ入りﾏｯﾄﾚｽ等運搬処理業務件 名

さいたま市西区大字宝来52番地１履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は粗大ごみ処理施設の運転管理業務である。
　当初、一般競争入札を実施したが、落札者がなかった。改めて競争入札
に付す時間的余裕がなかったことから、随意契約によることとし、入札参加
者の中から随意契約を希望する者を募ったところ、当該業者が応じたため
随意契約により契約した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号

契 約 金 額
９７,９００,０００円

さいたま市西区大字宝来52番地１履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 13 日

川重環境エンジニアリング株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部西部環境センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市西部環境センター粗大ごみ処理施設運転管理業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、東部環境センターに搬入・搬出される廃棄物等の重量を管
理する計量データ処理システムの性能を維持し、常に良好な状態を確保
するために保守及び定期点検等を行う業務である。 
　計量データ処理システムのソフトウェアは、株式会社アセックにより開発
されたものであり、このソフトウェアによってデータの集計及び記録を一元
管理することができるシステムとなっている。そのため、システムの保守及
び定期点検等については、ソフトウェアを開発した株式会社アセック以外
の業者では行うことができないため、随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 17 日

株式会社アセック契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
４,３５６,０００円

環境局施設部東部環境センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市東部環境センター計量データ処理システム保守点検業務件 名

さいたま市見沼区大字膝子６２６番地１履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　本業務は東部環境センターから搬出される焼却灰をセメントとして再資
源化し、資源循環型社会の構築、最終処分場の延命化及び環境への負
荷低減を目的としている一方で、搬出される焼却灰は、有害物質を含む
一般廃棄物であるため、その取り扱いには、高い技術、信用、豊富な経験
等が不可欠となる。
　セメント資源化は、埼玉県清掃行政研究協議会と当該業者との間で、広
域委託処理に係る基本的事項の協定が締結されており、安定した受入処
分が確保されていることから、当該相手方と随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

８２,５００,０００円 処分費25,000円/t

埼玉県熊谷市大字三ヶ尻5310番地履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 20 日

太平洋セメント株式会社
環境事業部

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部東部環境センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市東部環境センター焼却灰処分（セメント資源化）業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　本業務は東部環境センターから搬出される焼却灰を人工砂として再資
源化し、資源循環型社会の構築、最終処分場の延命化及び環境への負
荷低減を目的としている一方で、搬出される焼却灰は、有害物質を含む
一般廃棄物であるため、その取り扱いには、高い技術、信用、豊富な経験
等が不可欠となる。 
　当該業者は、現在埼玉県最終処分場と民間リサイクル施設で構成される
総合的な資源循環施設として位置づけられ、安定した受入処分が確保さ
れており、同業務を適正に履行した実績があることから、当該相手方と随
意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 20 日

ツネイシカムテックス株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

９７,２４０,０００円 処分費26,000円/t

環境局施設部東部環境センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市東部環境センター焼却灰処分（人工砂資源化）業務件 名

埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山250番地1履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　本業務において搬出されるばいじんは、特別管理一般廃棄物であるた
め、飛散・流出させてはならない廃棄物であり、その取り扱いには、高い技
術、信用、豊富な経験等が必要不可欠となる。 
　また、当該業者は、埼玉県清掃行政研究協議会と広域委託処理に係る
基本的事項の協定が締結されている「太平洋セメント株式会社熊谷工場」
と運搬の協定を締結しており、当施設の特殊な搬出装置に適合する密閉
式の飛灰専用特殊車両（バキューム式）を所有しているという複数の条件
を満たしている県内唯一の事業所であることから、当該相手方と随意契約
を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額

（内訳）

１５,８８４,０００円 運搬費7,600円/t

さいたま市見沼区大字膝子６２６－１履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 20 日

有隣興業株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部東部環境センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市東部環境センターばいじん運搬処分（セメント資源化）業務（運
搬業務）

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　本業務において搬出されるばいじんは、特別管理一般廃棄物であるた
め、その取り扱いには、高い技術、信用、豊富な経験等が必要不可欠とな
る。 
　また、当該相手方は関東近県で同廃棄物の処分を行っている事業所で
あり、埼玉県清掃行政研究協議会と広域委託処理に係る基本的事項協
定を締結している唯一の事業所であることから、当該相手方と随意契約を
締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 20 日

太平洋セメント株式会社
環境事業部

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

１２５,４００,０００円 処分費60,000円/t

環境局施設部東部環境センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市東部環境センターばいじん運搬処分（セメント資源化）業務（処
分業務）

件 名

埼玉県熊谷市大字三ヶ尻5310番地履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　焼却プラントは、多くの機器で構成されており、燃焼制御方式及び装置
等には設計・設置したプラントメーカーが取得した特許技術が採用されて
いることから、それら技術を熟知したものが施設を管理することで施設の性
能を最大限発揮することが可能となる。また、特別高圧で受電していること
から高度な電気技術も必要としており、「地方公共団体の物品又は特定役
務の調達手続きの特例を定める政令」第11条第1項第1号の規定による一
者特命随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方公共団体の物品等または特定役務の調達手続の特例を
定める政令第１１条第１項第１号

契 約 金 額
１９９,９８０,０００円

さいたま市緑区大字大崎317番地履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 23 日

川重環境エンジニアリング株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎焼却施設運転管理業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、ボイラーに用いる水及び焼却施設の機器を冷却するための
水を適正な状態に管理する業務であり、適正な水質の管理ができない場
合には、機器に損傷を及ぼすだけでなく焼却施設の運転管理に支障をき
たす恐れがある。 
　ボイラー水の管理においては、「ＪＩＳ　Ｂ８２２３」に水質管理の基準が明
記されているが、機器冷却水においてはＪＩＳの基準は無いため、水質の管
理は長年の経験により当施設にあった管理を行っている。 
　また、本業務で使用している薬品は当該業者が使用目的や用水水質及
びプラントに合せて配合されたオリジナル薬品であり、詳細成分は非公開
となっているため、薬品の希釈率及び注入量については当該業者以外適
正に管理することができない。 
　以上の理由から、「三葉化工株式会社」と地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第６号の規定による特命随意契約を締結した。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 23 日

三葉化工株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
３,６９６,０００円

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎ボイラー水質管理業務件 名

さいたま市緑区大字大崎317番地履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　本業務を履行可能な業者は、最終処分業務を予定している秋田県鹿角
郡小坂町に所在する事業者から搬入が許可されている業者であり、当業
務に必要となる車両・設備を所有しており、地理条件や気候の変化にも対
応でき、安全確実に業務を遂行できる業者である。 
　また、交通安全対策などの取り組みを評価し、環境保全への取り組みを
している業者でもあることを考慮して、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第６号の規定により二者での見積合せを行った結果、当該相手方と随
意契約を締結した。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

２０,４６０,０００円 15,500円/１ｔ

さいたま市緑区大字大崎３１７番地履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 10 日

茨城クリーン有限会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎固化灰運搬（小坂）業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　市内最終処分場の延命化のため、従前より最終処分業務の一部を業務
委託している。処分業務については、維持管理基準等の法規制があり、そ
れらを遵守し、安全確実に業務を遂行する業者でなければならない。
　搬入を予定しているグリーンフィル小坂株式会社は、廃棄物の受け入れ
を開始して１５年間、事故等を起こすことなく最終処分場の管理を行って
おり、付帯する侵出水処理設備は高度なシステムを採用しているため、法
規制について適正に対応しながら安全確実に業務を遂行している業者で
ある。
　加えて、処分場が所在する小坂町との事前協議の合意も確実に得られ
る予定であることから、地方自治法施行令第167条の２第１項第６号の規定
による、特命随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 10 日

グリーンフィル小坂株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

２５,０８０,０００円 19,000円/１ｔ

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎固化灰処分（小坂）業務件 名

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字杉沢９６－２９履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　この業務は、クリーンセンター大崎の破砕処理施設から搬出される破砕
後の磁性物（鉄）を資源化する業務である。 
　本施設は供用開始後２５年余りが経過しており、設備が老朽化しているこ
とから残渣物が多く、本センターから排出される破砕後の磁性物（鉄）で
は、リサイクル困難な状況となっている。 
　リサイクルのためには、能力のあるシュレッダー（破砕機）に再度投入し、
破砕後の磁性物（鉄）に付着している残渣物を除去し、資源化する必要が
あることから本業務を実施するものである。 
　上記資源化業務を行うにあたり 
１．シュレッダー設備を自社で備えており、能力が十分に備わっているこ
と。 
２．本市の清掃センターにおいて、破砕後の磁性物（鉄）資源化の実績が
あること。 
３．鉄類等の運搬能力があること。 
の条件が必要である。 
　以上の必須条件を兼ね備えている者は、「岡安商事株式会社」以外に
無いことから、地方自治法施行令第１６７条の２第1項第２号による特命随
意契約を締結した。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額

（内訳）

８,４７０,０００円 3,500円/１ｔ

さいたま市緑区大字大崎３１７番地履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 17 日

岡安商事株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎破砕処理磁性物（鉄）資源化処理業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　うらわフェニックスは、建設時に地元自治会から地域住民を優先させた
就労の場を設ける旨の要望があり、市は地元を優先的に配慮するとの回
答を提示した経緯がある。本契約の目的を達成するには、灰運搬業務に
必要な知見、経験及び技術を有すること、特に地元との良好な関係を築
けることは重要な条件であり、これら複数条件を満たすことが必要である。
　浦和クリーンサービス株式会社は地元住民の就労の場として設立したも
のであり、本業務に必要な能力・車両を有しており、本業務をこれまで履
行してきた実績もある。浦和クリーンサービス株式会社は契約を履行する
ための条件を満たす者であることから、地方自治法施行令第167条の２第
１項第６号の規定による、一者特命随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 15 日

浦和クリーンサービス株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

４,８４０,０００円 2,200円/1t

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰運搬(フェニックス)業務件 名

さいたま市緑区大字大崎３１７番地履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　本業務は、ごみ処理過程において排出される焼却灰の資源化を図り、
最終処分場の延命化及び環境への負荷低減を目的とし委託するもので
ある。資源化に際しては、処分先を複数確保することにより、リスク分散を
図り、当市の廃棄物処理を円滑に進めることが必要である。 
　ツネイシカムテックス株式会社は、公共関与による全国初めての総合的
「資源循環型モデル施設」である、埼玉県の彩の国資源循環工場の敷地
内に工場を有し、灰を人工砂に資源化する事業を行っている会社である。 
　また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）
の規定により、一般廃棄物を市外で処分する際は、処分先が所在する自
治体との協議が必要となる。さいたま市は、同社への同様の業務委託を
行った実績があるため、自治体との協議を円滑に進めることが可能であ
る。 
　以上の理由から、「ツネイシカムテックス株式会社」と地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第６号の規定による特命随意契約を締結した。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

３１,４６０,０００円 26,000円/1t

埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山２５０番地１履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 23 日

ツネイシカムテックス株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰処分(人工砂資源化)業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　築館クリーンセンターでは、焼却残渣を埋立処分するのではなく、再生
路盤材等の補足材として製造している。これにより最終処分場の延命化並
びに環境負荷の低減を図るものである。
　有限会社築館クリーンセンターは焼却残渣の造粒固化資源化を安全確
実に行ってきた実績があり、適切に業務を遂行できる業者である。
　また、資源化施設が所在する宮城県栗原市との事前協議の合意も確実
に得られる予定であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6
号による特命随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 17 日

有限会社築館クリーンセンター契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

３６,３００,０００円 22,000円/１ｔ

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎大崎固化灰資源化（宮城）業務件 名

宮城県栗原市高清水中の沢25-1履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　埼玉県清掃行政研究協議会と太平洋セメント株式会社との間で、焼却
灰・ばいじんの広域委託処理に関する協定が締結され、焼却灰のセメント
資源化を実施している。この事業は、焼却残渣を埋立処分するのではな
く、資源循環型社会の構築を目指し、セメント資源化するとともに最終処分
場の延命化並びに環境負荷の低減を図るものである。 
　太平洋セメント株式会社は焼却残渣のセメント資源化を安全確実に行っ
てきた実績があり、適切に業務を遂行できる業者である。以上のことから地
方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定による特命随意を締結し
た。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

６６,０００,０００円 25,000円/1t

埼玉県熊谷市大字三ヶ尻５３１０番地履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 23 日

太平洋セメント株式会社
環境事業部

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰処分(セメント資源化)業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

外1種類

　有限会社太誠は、さいたま市から一般廃棄物収集運搬業及び処理業の
許可を受け、市内で唯一スプリング入りソファー及びスプリング入りベッド
マット（以下適正処理困難ごみと呼ぶ）を処理できる破砕処理施設をさい
たま市内（所在地：さいたま市浦和区大原5-12-1）に所有している。
　また、市の所有する廃棄物処理施設における破砕処理不可能な適正処
理困難ごみの処理について、安全確実に業務を遂行した実績がある業者
である。
　以上のことからクリーンセンター大崎から排出される適正処理困難ごみ
の安全な運搬・適正な処理を行うことができるため、地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号による特命随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 23 日

有限会社大盛契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

１７,０２２,５００円 スプリング入りベッドマット3,400円/枚

スプリング入り一人用ソファー2,500円/個

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎スプリング入りベッドマット等運搬処理業
務

件 名

さいたま市緑区大字大崎317番地履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　株式会社エコ計画は、さいたま市内に本店を有し、寄居町から一般廃棄
物業及び処分業を受け、全国的に問題となっているスプリング入りベッド
マット等を処理できる破砕処理施設を寄居町に所有している。
　また、近隣他市に破砕処理が困難なスプリング入りベットマットの処理に
ついて安全確実に業務を遂行した実績がある業者である。市内で処理可
能な設備を有している業者が1者あるが、処理量が上限に達しているた
め、他の施設での処理が必要である。
　また、スプリング入りベッドマットの処理は、特殊な作業を有するため、ス
プリング入りベットマット処理の知見及び専門性を有し、安全に作業が履
行できる業者を選定する必要があり、さいたま市に登録のある業者では、
株式会社エコ計画しかいない。
　以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第第6号による特
命随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

１４,０５２,５００円 3,650円/枚

さいたま市緑区大字大崎317番地履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 23 日

株式会社エコ計画契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎スプリング入りベッドマット運搬処理業務
（寄居）

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　市外で廃棄物の処理を実施するためには、「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令」第４条第９号の規定により、事前に受入れの先の処分
場が所在する自治体に一般廃棄物の種類及び数量当を通知し、事前協
議する必要がある。処分場との契約だけでなく、当該自治体に許可を受け
ない限り排出ができない。
　一つの処分施設に依存すると、その施設のトラブルや自然災害等で搬
入できなくなった場合、当市の破棄物処理が滞る恐れがあるため、複数の
処分先や量を調整し、業務を行う必要がある。このような事前協議が必要
なことから、受入先の自治体と調整を進めており、本契約の締結後に確実
に合意が得られる予定である。
　メルテック株式会社では、焼却残渣を埋立て処分するのではなく、再生
路盤材等としての補足材として製造している。これにより最終処分場の延
命化並びに環境負荷の低減を図るものである。メルテック株式会社は焼却
残渣の資源化処分を安全確実に行ってきた実績があり、適切に業務を遂
行できる業者である。
　以上のことから、業務の安全性、履行の確実性を考慮した場合、競争入
札に付することが不利なものであることから、地方自治法施行令第167条
の2第1項第6号の規定による、特命随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 13 日

メルテック株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

４６,７５０,０００円 42,500円/１ｔ

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰資源化（栃木）業務件 名

栃木県小山市梁2333番地29履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　当該相手方は固化灰の資源化業務を予定している宮城県栗原市に所
在する事業者から、運搬業者として指定されている業者であり、当業務に
必要となる車両・設備を所有しており、安全確実に業務を遂行できる業者
である。 
　また、これまでも同業務の実績があり、業務の履行に支障がないことか
ら、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定による特命随意
契約を締結した。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

１９,８００,０００円 12,000円/１ｔ

さいたま市緑区大字大崎317番地履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 15 日

首都圏産業株式会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎大崎固化灰運搬（宮城）業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　市外で廃棄物の処理を実施するためには、「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行令」第４条第９号の規定により、事前に受入れ先の処分場
が所在する自治体に一般廃棄物の種類及び数量等を通知し、事前協議
する必要がある。処分場との契約だけでなく、当該自治体に許可を受けな
い限り搬出ができない。１つの処分施設に依存すると、その施設のトラブ
ルや自然災害等で搬入できなくなった場合、当市の廃棄物処理が滞る恐
れがあるため、複数の処分先や量を調整し、業務を行う必要がある。 
　上記の事前協議が必要なことから、受入れ先の自治体と調整を進めて
おり、本契約の締結後には、確実に合意が得られる予定である。 
　搬出する焼却灰は、有害物質を含む一般廃棄物であるため、処分業務
については、維持管理基準等の法規制があり、それらを遵守し、安全確実
に業務を遂行する者でなければならない。 
　搬入を予定しているエコシステム花岡株式会社は、廃棄物の受け入れを
開始して３４年間、事故等を起こすことなく最終処分場の管理を行ってお
り、付帯する浸出水処理設備は高度なシステムを採用しているため、法規
制について適正に対応しながら安全確実に業務を遂行している業者であ
る。 
　以上のことから、業務の安全性、履行の確実性を考慮した場合、競争入
札に付することが不利なものであることから、地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第６号の規定による、特命随意契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 15 日

エコシステム花岡株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額

（内訳）

１７,６００,０００円 16,000円/１ｔ

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰処分（大館）業務件 名

秋田県大館市花岡町字滝ノ沢82番地１履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

　当該相手方は最終処分業務を予定している秋田県大館市に所在する
事業者から、搬入が許可されている業者であり、当業務に必要となる車
両・設備を所有しており、地理条件や気候の変化にも対応でき、安全確実
に業務を遂行できる業者である。 
　また、交通安全対策などの取り組みを評価し、一定の基準をクリアーした
事業所として安全性優良事業所の認定取得や、環境保全への取り組みを
審査・確認の結果、グリーン経営認証を取得している業者でもあることか
ら、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定による二者での見
積合せを行い、当該相手方と随意契約を締結した。 

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額

（内訳）

１７,０５０,０００円 15,500円/１ｔ

さいたま市緑区大字大崎317番地履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 10 日

茨城クリーン有限会社契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部クリーンセンター大崎業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター大崎焼却灰運搬（大館）業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　大宮南部浄化センターは現在セコム株式会社が機械警備業務を請け
負っている。業務は盗難や事故の発見及び防止業務に加え、し尿処理設
備の異常警報監視の業務も２４時間行い、土日・休日等職員が不在の時
に異常があった場合（重故障の警報が発動した場合）、職員に連絡するこ
とも含まれている。 
　異常警報監視等は、し尿処理設備を管理している中央監視システムから
異常を読み取り警備会社に発報する形式になっており、中央監視システ
ムと密接に結びついているため、仮に上記業者以外が業務を請け負った
場合、既設装置の撤去および新規装置の設置またにかかる経費は多大
なものとなり、さらにこれらの作業に数日を要した場合、夜間等に設備異常
がおきても対応ができず、施設運営に多大な支障をきたす恐れがある。 
　地方自治法施行令第167条の2第1項第2号では「その性質又は目的が
競争入札に適しないものをするとき」においては、随意契約ができるとされ
ている。 
　また、財政局契約管理部調達課作成の「年度当初から行う業務委託の
ガイド（令和2年4月）」において、「受注業者が変わることにより、施設の性
質上などから、警備業務用機械装置の設置等に多大な経費や期間を要
し、円滑な業務遂行に支障をきたすなど、市にとって大変不利な条件とな
る場合」は、前年の受注業者と1者特命随意契約とすることができる旨が示
されている。 
　以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号によるセコム
株式会社との1者特命随意契約とした。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 20 日

セコム株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１,９１４,０００円

環境局施設部大宮南部浄化センター業 務 主 管 課 所 名

さいたま市大宮南部浄化センター機械警備業務件 名

さいたま市見沼区大字上山口新田５０８番地１履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

支払限度額

 本業務は建物機械警備業務であり、警備業務のほか、施設内の処理設
備に異常が発生した場合に、担当職員へ緊急連絡する業務も含まれてい
ることから、、受注者に変更が生じた場合には、施設の性質上、警備業務
用機器装置の新規設置等に多大な経費や期間を要し、その期間中の緊
急対応が困難となるなど、施設の円滑な運営に支障をきたし、市民生活に
多大な影響を及ぼすことが懸念されるため、地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第２号により、１者特命随契を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額

（内訳）

３,３２６,４００円 警備費50,400円/月

さいたま市桜区新開４－１－１履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 23 日

綜合警備保障株式会社
埼玉南支社

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

環境局施設部クリーンセンター西堀業 務 主 管 課 所 名

さいたま市クリーンセンター西堀建物機械警備業務件 名

業務委託随意契約結果表


